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北本市における市民参画及び市民と行政との協働の推進等庁内検 

討委員会検討報告について 

 

 北本市における市民参画及び市民と行政との協働の推進等庁内検討委員会

における検討内容につきまして、別紙のとおり報告いたします。 

 

 

 

事務局 総合政策部協働推進課 
    協働推進担当 長嶋・海野 
    内線２２３６ 



 

北本市における市民参画及び市民と行政との協働の推進等庁内検討委員会

（以下「検討委員会」という。）では、北本市における市民参画及び市民と行

政との協働の推進等庁内検討委員会設置規程（以下「設置規程」という。）第

２条に基づき、１市民参画の推進に関すること ２市民と行政との協働の推

進に関すること ３市民活動促進のための施策等に関すること について、

設置規程第４条に定める作業部会を設置し、専門的事項を調査審議させると

ともに、その報告内容について審議、修正する作業を行いました。 

以下、検討委員会の検討結果及び検討状況につきまして、作業部会報告書

を添えて報告いたします。 

 

 

１ 検討委員会の会議 

 ⑴ 第１回会議  

  日時 平成２１年７月２９日（水）午前９時～１０時 

  会場 市役所研修室 

  ア 会議の議題 

   （ア）委員会の役割と会議の進め方について 

   （イ）作業部会部員の推薦について 

  イ 会議の概要 

    自治基本条例制定の意義について理解し、条例制定後に具体的に取

り組むべきことを確認した。 

    また、専門的事項を調査、審議するために、作業部会を設置するこ

ととし、委員所属の課から１名作業部会員を選任することとした。 

 ⑵ 第２回会議 

  日時 平成２２年２月１５日（月）午前９時３０分～正午 

  会場 文化センター第５会議室 

  ア 会議の議題 

   （ア）北本市自治基本条例地域別説明会について 

   （イ）北本市自治基本条例施行後の対応について 

   （ウ）作業部会における検討状況の報告 

  イ 会議の概要 

    各会場に委員が参加した北本市自治基本条例地域別説明会について、

報告書をもとに事務局から説明を受けるとともに、説明会に参加した

感想について委員一人ひとりが報告し、作業部会の検討状況について、

事務局から報告を受けた。 

    また、事務局が提案した北本市自治基本条例施行後の庁内推進体制

（案）について、協議及び修正し、推進体制（案）を確定した。 



 ⑶ 第３回会議 

  日時 平成２２年３月３０日（火）午後１時３０分～３時 

  会場 文化センター第５会議室 

  ア 会議の議題 

（ア）北本市における市民参画及び市民と行政との協働の推進等庁内

検討委員会作業部会検討報告書について 

   （イ）北本市自治基本条例の規定に基づく不足条例の整備の進め方に

ついて 

     ⅰ 条例検討チームについて 

     ⅱ 市民参画推進条例等市民検討委員会と市民公益活動支援セン

ター整備検討委員会の統合について 

     ⅲ 各課への自治基本条例推進委員の配置について 

  イ 会議の概要 

「北本市における市民参画及び市民と行政との協働の推進等庁内検
討委員会作業部会検討報告書」について事務局から報告を受け、その
内容について協議した。 

 

２ 作業部会報告で提案された主要事項に対する検討委員会の見解 

⑴ 条例検討チームの設置 

市民検討委員会において市民参画推進条例、協働推進条例及び市民公

益活動支援施策を検討する際には、それぞれの条例・施策を担当する課

の課長と担当者からなる検討チームを組織し、市民検討委員会に対応す

る。 

⑵ 市民参画推進条例等市民検討委員会と市民公益活動支援センター整備

検討委員会の統合 

 市民公益活動センター整備検討市民委員会は組織せず、センター整備

についても市民参画条例等市民検討委員会の所掌事務とする。 

⑶ 各課への自治基本条例推進委員の配置 

北本市自治基本条例が職員に浸透するまでの間、各課に自治基本条例

推進委員を置く。 

 

３ 今後の検討課題 

 ⑴ 地域内分権の検討 

協働のまちづくりを進めるための新たなしくみとして、地域の懸案事

項の解決に向けて自治会及び地域コミュニティ委員会が主体的に取り組

む制度の創設について検討する。 

 ⑵ 提案型補助金制度の創設 

市民団体が実施する地域の新たな課題解決のための事業への補助金制



度について研究する。 

 ⑶ 財政条例の研究 

多治見市が「健全な財政に関する条例」を制定しているように、北本

市自治基本条例第１５条第１項「市長は～健全な財政運営を行わなけれ

ばならない」の規定に基づき、健全な財政を維持するしくみを規定する

条例整備について研究する。 

 

４ 北本市における市民参画及び市民と行政との協働の推進等庁内検討委員

会委員名簿 

 

 

 

所 属 職名 氏  名 備   考 

総合政策部 部 長 谷澤  暢 委員長 

秘書広報課 課 長 岩崎 雄一 副委員長 

政策推進課 課 長 吉野  一  

協働推進課 課 長 横田 順一  

財政課 課 長 荒井 照男  

総務課 課 長 加藤  功  

税務課 課 長 西田  勝  

くらし安全課 課 長 長島 良和  

産業振興課 課 長 町田 浩一  

福祉課 課 長 村田 則弘  

都市計画課 課 長 香取 裕司  

生涯学習課 課 長 柴崎 照夫  


